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貸 借 対 照 表

 

                （平成 29年７月 31日 現在）      （単位：千円） 

資  産  の  部 負  債  の  部 

科   目 金   額 科   目 金   額 

流 動 資 産 

現 金 及 び 預 金 

売 掛 金 

販 売 用 不 動 産 

前 払 費 用 

未 収 消 費 税 等 

未 収 還 付 法 人 税等 

繰 延 税 金 資 産 

固 定 資 産 

有 形 固 定 資 産 

建 物 

構 築 物 

機 械 及 び 装 置 

車 輌 運 搬 具 

工具、器具及び備品 

土 地 

建 設 仮 勘 定 

無 形 固 定 資 産 

そ の 他 

投 資 そ の 他 の 資 産 

投 資 有 価 証 券 

出 資 金 

長 期 前 払 費 用 

繰 延 税 金 資 産 

長 期 未 収 入 金 

そ の 他 

貸 倒 引 当 金 

928,866 

301,358 

2,433 

596,407 

5,565 

14,492 

7,878 

731 

2,550,441 

 2,467,369 

1,169,548 

2,674 

3,334 

343 

531 

1,039,468 

251,469 

1,008 

1,008 

82,062 

339 

9,140 

25,154 

35,754 

61,586 

11,674 

△61,586 

流 動 負 債 

短 期 借 入 金 

1 年内返済予定長期借入金 

未 払 金 

未 払 費 用 

前 受 金 

預 り 金 

固 定 負 債 

長 期 借 入 金 

預 り 保 証 金 

1,121,203 

426,412 

671,989 

1,229 

7,231 

13,409 

932 

2,141,585 

2,013,977 

127,608 

負 債 合 計 3,262,789 

純 資 産 の 部 

株 主 資 本 

資 本 金 

利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 

 繰 越 利 益 剰 余 金 

216,518 

50,000 

166,518 

166,518 

166,518 

純 資 産 合 計 216,518 

資 産 合 計 3,479,307 負債・純資産合計 3,479,307 

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 



 

 個 別 注 記 表  

 

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記 

(１) 有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券 

時価のないもの：移動平均法による原価法を採用しております。 

(２) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

販売用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により

算定）を採用しております。 

 (３) 固定資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、建物（平成 28年３月 31日以前に取得した附属設備を

除く）及び平成 28 年４月１日以後に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を

採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物            15～50年 

構築物       30年 

機械及び装置    15年 

車輌運搬具     ４～６年 

工具、器具及び備品 ８年 

②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

③長期前払費用 

均等償却によっております。 

 (４) 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

 (５) その他計算書類の作成のための基本となる重要事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。なお、固定資産に係る控除

対象外消費税等は、長期前払費用として計上し、５年間で均等償却を行っております。 

 

 


